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事 業 方 針 
 現 

 

近年、経済の長期的な低迷等を背景として、非正規雇用化が急速に進み、経

済格差の拡大などによる生活困窮や社会的孤立など、これまでの社会福祉制度

の枠組みだけでは対応することが難しい、新たなニーズが顕在化しています。 

また、高齢者・障害のある人の孤立死、虐待などといった痛ましい事件も依

然として後を立たず、希薄化する家族間・地域住民間のつながりなど、深刻な

福祉課題も山積しています。  

国においては、社会保障と税の一体改革の議論が進められる中、要支援・要

介護者の増大に対応するための介護保険法の見直しに向けた検討や、平成２７

年度からの本格実施に向けた、生活困窮者の支援施策である生活困窮者自立促

進支援モデル事業なども進められています。 

このような社会福祉分野の諸改革に適切に対応していくためにも、本会が地

域福祉の推進役として、これまでの活動で培ってきた経験やノウハウを活かし、

地域の実情を見据えながら、複雑・多様化する福祉課題に積極的に取り組み、

誰もが安心して暮らし続けることができる地域社会の実現に向けた、効果的な

事業展開が求められています。 

本年度は、こうした状況を踏まえ、平成２３年度に策定した「北九州市地域

福祉活動 第四次計画」の一層の推進を図り、住民主体の地域福祉活動と地域

の福祉力を育み、高めていくための基盤強化に取り組んでまいります。 

 

大や新たな貧困問題とともに、児童・高齢者・者のいじめや虐待、孤独死・孤

立 
死、自殺など 
 
といった痛ましい事件も増加傾向にあり、家族や地域とのつながりも希薄 
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北九州市地域福祉活動 第四次計画 

「基本目標・項目」 
 
 
 
 

基本目標Ⅰ みんなで福祉の風土を広げよう 

 １ 広報・啓発の強化 
 ２ 福祉教育の推進 
 ３ 地域福祉人材の育成 

基本目標Ⅱ みんなで身近な地域の福祉活動を進めよう 

 １ 小地域福祉活動の活性化 
 ２ ボランティア・市民活動の支援 
 ３ 災害時の福祉救援体制づくり 

基本目標Ⅲ 関係機関・団体が手を結び、福祉のネットワークをつくろう 

 １ 社会福祉関係機関・団体との連携・調整 
 ２ 共同募金会との連携 
 ３ 小地域福祉活動計画の推進 

基本目標Ⅳ 一人ひとりの安全で安心な暮らしを守ろう 

 １ 権利の擁護と相談体制の充実 
 ２ 社会参加・自立の支援 
 ３ 調査・研究・提言  

推進基盤の強化 

 １ 校（地）区社会福祉協議会 
 ２ 区社会福祉協議会 
 ３ 市社会福祉協議会  
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平成２６年度 事業計画 

～みんなが安心して暮らせる支え合いのまちづくり～ 

 

「みんなが安心して暮らせる支え合いのまちづくり」を進めるためには、自分た

ちの地域社会の福祉課題を住民一人ひとりが理解し、課題を抱える当事者と共に、

一人でも多くの住民が解決に動き出せる仕組みづくりと、活動への参加が必要です。 
そのため、様々な手段を通じて福祉の風土を広げ、地域の福祉活動に積極的に参

加できる人材の育成に努めます。 
 

 
 
１ 広報・啓発の強化 

（１）広報紙・パンフレット・ガイドブック等の発行 

  ・テレビや新聞等のマスメディアの積極的な活用           ＜全部署＞ 

  ・広報委員会を活用した広報内容の充実               ＜全部署＞ 

  ・広報紙の発行            ＜振興課・施設部・研修課・周望・穴生＞ 

    ○「市社協だより」・「ひと＆ひと」各年 4回 

    ○「ウェル新聞」 年 12 回 

    ○「周望新聞」年１回、「周望かわら版」年 2回 

    ○「穴生学舎新聞」年１回、「穴生学舎かわら版」年 3回 

  ・市社協事業紹介リーフレットの活用                ＜全部署＞ 

新 ・（仮称）福祉文化創造機構立上げによる、ウェルとばたの福祉文化発信拠点化 

               ＜施設部＞ 

・校(地)区社協活動先進事例集の活用              ＜地域福祉課＞ 

新 ・個人情報の手引きを活用した小地域福祉活動の充実・強化    ＜地域福祉課＞ 

新 ・次世代地域福祉活動者育成事業（ウェルクラブ）活動紹介 DVD の作成 

＜地域福祉課＞ 

  ・市社協だよりを活用し「企業の社会貢献活動」紹介 年 4回     ＜活動推進課＞ 

  ・ボランティア・市民活動ガイドブックの発行（1,000 部）    ＜活動推進課＞ 

  ・市内の店舗や公共施設等へのチラシ・ポスター等掲示     ＜福祉人材ﾊﾞﾝｸ＞ 

  ・ハローワーク求職者へのリーフレットの配布         ＜福祉人材ﾊﾞﾝｸ＞ 

 

（２）啓発イベント等の実施 

 ・社会福祉大会（基調講演、表彰記念式典）の実施                    ＜全部署＞ 

基本目標 Ⅰ みんなで福祉の風土を広げよう 

目 標 達 成 の た め の 取 り 組 み 
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  ・市民ふれあいフェスティバルの実施              ＜活動推進課＞ 

・収益事業を通じた広報・啓発事業の取り組み            ＜振興課＞ 

  ・各種イベント等での「プチボザウルス」着ぐるみの活用       ＜振興課＞ 

  ・新一年生へのランドセルカバー配布の実施             ＜振興課＞ 

  ・ウェルとばたにおける映画上映を通じた福祉課題の情報発信     ＜施設部＞ 

  ・視察等の積極的な受け入れによる地域福祉活動拠点施設のＰＲ    ＜施設部＞ 

  ・啓発物品（オリジナルポロシャツ・エプロン等）の販売        ＜地域福祉課＞ 

  ・１日体験講座の開催（年 2回）                 ＜周望・穴生＞ 

  ・大学祭、修了記念作品展の開催（年１回、合同作品展１回）   ＜周望・穴生＞ 

  ・穴生ドームフェスタの開催（年１回）                ＜穴生＞ 

 

（３）ホームページの活用による地域福祉関連情報等の発信 

  ・アクセス報告会での内容分析とタイムリーな情報更新        ＜全部署＞ 

  ・ホームページを活用した社協情報の提供              ＜全部署＞ 

 

（４）出前講演活動の実施 

  ・関係機関・団体と協力した出前講演活動の実施           ＜全部署＞ 

    ○関係機関・団体と連携した新たな福祉課題への対応     ＜地域福祉課＞ 

    ○校（地）区社協主催の住民福祉講演会の開催促進      ＜地域福祉課＞ 

    ○地域福祉権利擁護事業、成年後見制度とそのことに基づく法人後見事業 

の出前講演の実施               ＜権利擁護・市民後見ｾﾝﾀｰ＞ 

    ○ボランティア・市民活動啓発のための出前講演       ＜活動推進課＞ 

    ○ニュースポーツ出前講座（年 60 回）              ＜穴生＞ 

 

２ 福祉教育の推進 

（１）子どもを対象とした福祉教育 

  ①地域住民主導の福祉教育 

  ・校(地)区社協を中心とした次世代地域福祉活動者育成事業 

（ウェルクラブ活動等）の効果的推進              ＜地域福祉課＞ 

  ・世代間・国際交流を活用した福祉教育の実施          ＜周望・穴生＞ 

   

  ②社会福祉施設や小地域福祉活動を活用した福祉教育 

・夏休みボランティア体験学習の実施（参加者目標 1,500 名） 

＜活動推進課＞ 

  ③学校等と連携した福祉教育 

  ・社会福祉協力校指定事業（継続 5校指定）           ＜活動推進課＞ 

・小地域や小中学校を基盤とした福祉体験・ボランティア学習への支援 

                                 ＜活動推進課＞ 
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（２）市民を対象とした福祉教育 

  ①住民啓発講座等による福祉教育 

  ・認知症の啓発と認知症サポーター養成講座の実施        ＜地域福祉課＞ 

  ・認知症サポーターステップアップ講座の実施          ＜地域福祉課＞ 

  ②年長者研修大学校による福祉教育 

  ・年間コースの共通科目としての福祉教育の充実（年間 30 コース） 

＜周望・穴生＞ 

  ・校(地)区社協及び福祉施設等における現地活動体験（年 30回） 

＜周望・穴生＞ 

３ 地域福祉人材の育成 

（１）新たなボランティア・市民活動の担い手の養成 

  ・新たなボランティア・市民活動の担い手の養成           ＜研修課＞ 

○まちづくりセミナーの開催（市域・年 1回） 

新   ○ふくしのまちづくり講座の開催（地域・年 7回） 

・介護支援ボランティア事業の実施               ＜活動推進課＞ 

  ・年長者研修大学校修了生等の地域福祉活動への参加啓発     ＜周望・穴生＞ 

  ・地域活動情報支援センターを活用した人材の育成及びコーディネート 

＜周望・穴生＞ 

 

（２）小地域福祉活動者（地縁型ボランティア）の人材育成 

・校(地)区社協及び民児協と連携した研修事業の実施     ＜振興課・研修課＞ 

  ・校(地)区社協活動者交流会の開催               ＜地域福祉課＞ 

  ・新任者の育成                          ＜研修課＞ 

○新任福祉協力員等研修の開催（区域・年 8回） 

 

  ・現任者の育成                          ＜研修課＞ 

○現任福祉協力員等研修の開催（区域・年 7回） 

○地域福祉活動専門研修の開催（市域・年 1回） 

  ・役員の育成                           ＜研修課＞ 

○地域福祉活動指導者研修「トップセミナー」の開催（市域・年 1回） 

○校(地)区社協新任役員研修の開催（市域・年 1回） 

○まちづくりゼミナールの開催（市域・年 1回） 

  ・小地域福祉活動者を育成するコースの開催（４コース １３４名） 

                                                                    ＜周望・穴生＞ 

   

（３）テーマ型ボランティア・市民活動者の人材育成 

  ・入門者の育成                          ＜研修課＞ 

    ○私にもできる災害ボランティア入門講座の開催（市域・年 1回） 

    ○傾聴ボランティア養成講座の開催（市域・年 1回） 

    ○福祉有償運送運転協力者研修の開催（市域・年 3回） 

6



 
 

  ・活動者の育成                          ＜研修課＞ 

    ○災害ボランティア・フォローアップ研修の開催（市域・年 1回） 

    ○ボランティア活動者研修の開催（市域・年 1回） 

    ○傾聴ボランティア・フォローアップ研修の開催（市域・年 1回） 

  ・リーダーの育成                         ＜研修課＞ 

    ○ボランティア・リーダー研修の開催（市域・年１回） 

  ・年長者研修大学校・穴生ドームにおける活動機会の提供（研修等指導や施設ボラン 

ティア等の活動）                       ＜周望・穴生＞ 

  ・シルバーバンク及びボランティアグループの活動支援      ＜周望・穴生＞ 

・健康ボランティアの養成及び活動支援（年 36回）           ＜周望・穴生＞ 

  ・シニア世代の社会貢献や起業支援を行う夢追塾事業の充実    ＜周望・穴生＞ 

・生涯現役夢追塾事業及び同窓会活動に対する支援        ＜周望・穴生＞ 

 

（４）企業におけるボランティア・市民活動者の人材育成 

  ・民間社会福祉施設従事者の資質向上を目指した研修会の実施 

＜振興課・福祉人材ﾊﾞﾝｸ＞ 

  ・ボランティア紹介・登録、調整など実際の活動への支援の強化  ＜活動推進課＞ 

  ・企業従事者等の育成                       ＜研修課＞ 

    ○企業のための社会貢献活動セミナーの開催（市域・年 1回） 

 

（５）ボランティア・市民活動支援者の育成 

  ・実務者の育成                          ＜研修課＞ 

    ○ボランティア・コーディネーター研修の開催（市域・年 1回） 

  ・区社協ボランティア・市民活動センターの支援           ＜研修課＞ 

    ○研修・講座等の企画支援 
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地域社会の福祉課題の解決のためには、それぞれの地域において公私の社会福祉

関係者と共に、幅広い住民が地域の福祉活動へ参加することが必要です。 

このため、支援を必要としている人たちのニーズを把握し、その課題解決に向け

た、住民の主体的参加による福祉活動を進めます。 

 

 
 

１ 小地域福祉活動の活性化 

（１）「ふれあいネットワーク活動」の充実・強化          ＜地域福祉課＞ 

  ・「地域福祉ネットワーク強化事業」（基本事業）の全校（地）区への展開 

新 ・個人情報の共有による小地域福祉活動の推進（個人情報の手引き活用） 

  ・活動報告・中間報告・第三者評価等のしくみを活かした地域支援 

  ・校(地)区社協活動の手引き・先進事例集の活用 

  ・あらゆる生活上の課題に対応するための地域福祉活動者向け講座等の活用 

  ・校(地)区社協の機能・役割の周知    

  ・校(地)区社協と福祉関係者（民生委員・いのちをつなぐネットワーク担当係長等行政・ 

  福祉施設職員等）やＮＰＯ・市民活動団体との連携強化・情報の共有 

  ・高齢者のサロン活動、健康づくり活動等の推進による健康モデル都市づくりへの 

協力 

  ・健康マイレージ事業・高齢者地域交流支援通所事業等を活用した校(地)区社協 

機能の強化 

  ・校(地)区社協支援のための市・区社協共同事業の活用促進 

  ・校(地)区社協連絡調整会議の定例化及び活性化 

                              

（２）校(地)区社会福祉協議会活動メニュー事業の実施          ＜地域福祉課＞ 

・各校(地)区社協の課題に対応したメニュー事業の実施 

・サロン実態調査結果をふまえた高齢者のサロン事業の具体的支援策の推進 

・校(地)区社協を中心とした次世代地域福祉活動者育成事業（ウェルクラブ活動等） 

の効果的推進【再掲】 

・校(地)区単位の小地域福祉活動計画づくりの推進 

   

（３）テーマ型ボランティア・市民活動団体との協働 

  ・校(地)区社協とテーマ型ボランティア・市民活動団体の協働の推進 

＜活動推進課＞ 

  ・ボランティア・市民活動支援組織の情報交換等連絡会の開催   ＜活動推進課＞ 

  ・年長者研修大学校修了生に対する活動参加機会の提供及び活動支援【再掲】 

  ＜周望・穴生＞ 

  ・「ふれあいサロン」活動に対する支援（年 22 回）           ＜穴生＞ 

  ・高齢者による子育て活動に対する支援             ＜周望・穴生＞ 

目 標 達 成 の た め の 取 り 組 み 

基本目標 Ⅱ みんなで身近な地域の福祉活動を進めよう 
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  ・ニュースポーツ出前講座（年 60 回）【再掲】             ＜穴生＞ 

  ・生涯現役夢追塾事業及び同窓会活動に対する支援【再掲】    ＜周望・穴生＞ 

 

（４）校(地)区社会福祉協議会会長会議・ふれあいネットワーク活動担当者会議の開催 

  ・校(地)区社協会長会議・ふれあいネットワーク活動担当者会議の定期的な 

開催の支援                          ＜地域福祉課＞ 

 

（５）市社協で実施する事業を活用した区社協財政支援 

  ・市社協で実施している事業を活用した校（地）区社協活動の充実・強化 

                          ＜地域福祉課＞ 

 

２ ボランティア・市民活動の支援 

（１）ボランティア・市民活動への支援 

  ・各種基金助成金等の情報提供、申請協力による活動支援       ＜振興課＞ 

  ・ウェルとばたの管理運営事業を活用して、ボランティア活動の場や市民活動 

の発表の場の提供                         ＜施設部＞ 

  ・施設を有効活用した市民参加型のにぎわい創出事業の実施      ＜施設部＞ 

  ・NPO 法人と連携した市民のエコ活動の啓発と推進           ＜施設部＞ 

  ・ボランティア活動保険加入助成（助成目標 25,000 人）        ＜活動推進課＞ 

  ・研修参加支援（参加助成 3名程度）               ＜活動推進課＞ 

  ・活動相談・情報提供機能の充実                 ＜活動推進課＞ 

  ・福祉体験教材の充実（貸出数前年比 120％）            ＜活動推進課＞ 

  ・シルバーバンク及びボランティアグループの活動支援【再掲】   ＜周望・穴生＞ 

・生涯現役夢追塾事業及び同窓会活動に対する支援【再掲】     ＜周望・穴生＞ 

 

（２）ボランティア・市民活動ネットワークの構築 

  ・区を横断する市域のボランティア・市民活動ネットワーク構築の推進 

                                                                  ＜活動推進課＞ 

  ・里山を考える会等のＮＰＯとのネットワークの構築           ＜周望・穴生＞ 

    

３ 災害時の福祉救援体制づくり 

（１）災害時の福祉救援体制づくり 

  ・民生委員・児童委員と連携した福祉救援活動への取り組み推進       ＜振興課＞ 

・社会福祉施設協議会連絡会との連携                   ＜振興課＞ 

新 ・ウェルとばたに一時避難所機能を持たせるための体制づくりの推進    ＜施設部＞ 

  ・ウェルとばた入居者との災害時支援体制づくりの推進            ＜施設部＞ 

  ・校(地)区社協と関係団体との連携による災害時の福祉救援体制づくりの推進 

＜地域福祉課＞ 

・先進事例集を活用した小地域レベルでの多様な主体の連携促進   ＜地域福祉課＞ 

・研修生を対象とした防災意識の啓発及び救急救命講習の実施(30 コース） 

                                ＜周望・穴生＞ 

  ・災害ボランティアセンターとの連携及び支援           ＜周望・穴生＞ 
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  ・緊急避難場所として活用（周望学舎宿泊施設、ドーム）     ＜周望・穴生＞ 

 

（２）災害ボランティアセンター設置に向けた体制整備    

新 ・市・区社協協働による災害ボランティアセンター設置訓練    ＜活動推進課＞ 

  ・災害登録ボランティアグループの支援             ＜活動推進課＞ 

  ・北九州市防災会議への参画                  ＜活動推進課＞ 

  ・災害ボランティアに関する情報提供              ＜活動推進課＞ 

  ・災害時のボランティア受給調整                ＜活動推進課＞ 

 

10



 
 

 

少子高齢化の進展や市民の価値観、生活様式の多様化によって、地域の福祉課題

は多様化・複雑化し、一つの機関では十分に対応できない状況になっています。 

このため、保健、医療、福祉等の関係機関・団体の連携を強め、総合的に課題の

解決を図ります。 

 

 
 

１ 社会福祉関係機関・団体との連携・調整 

（１）民生委員・児童委員との連携 

  ・民生委員・児童委員と福祉協力員等との地域情報共有化による、円滑な連携 

及び小地域福祉活動の推進              ＜振興課・地域福祉課＞ 

  ・市民生委員児童委員協議会事務局の運営             ＜振興課＞ 

  ・市・区民生委員児童委員協議会との連携             ＜振興課＞ 

  ・民生委員互助共励事業の実施による民生委員・児童委員活動の充実と推進 

  ＜振興課＞ 

 

（２）専門職等の参加による連絡調整会議の充実 

  ・統括支援センター、地域包括支援センター派遣職員の連絡調整会議、地区 

民児協会議等への参加促進                  ＜生活福祉課＞ 

  ・校(地)区社協連絡調整会議の定例化及び活性化の支援【再掲】 

＜地域福祉課＞ 

（３）社会福祉関係機関・団体による地域の福祉課題の啓発活動 

  ・地域活動者との交流事業の実施               ＜周望・穴生＞ 

  ・年間コースの科目としての校(地)区社協及び福祉施設等における現地 

活動体験（年 30回）                     ＜周望・穴生＞ 

 

（４）各施設協議会等との連携 

  ・社会福祉施設協議会連絡会の開催                ＜振興課＞ 

  ・大都市社会福祉施設協議会（大阪市）大会への参加        ＜振興課＞ 

  ・ウェルとばた入居者とのネットワークづくりの推進        ＜施設部＞ 

 

（５）福祉の職場の就労斡旋 

  ・「介護有資格者就労支援セミナー」の開催（年 2回）    ＜福祉人材ﾊﾞﾝｸ＞ 

  ・「福祉の職場 合同就職面談会」の充実（年 2 回）     ＜福祉人材ﾊﾞﾝｸ＞ 

  ・社会福祉施設等との情報交換による求人の開拓       ＜福祉人材ﾊﾞﾝｸ＞ 

目 標 達 成 の た め の 取 り 組 み 

基本目標 Ⅲ 関係機関・団体が手を結び、 

福祉のネットワークをつくろう 
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  ・求職登録者への定期的な求人情報の提供           ＜福祉人材ﾊﾞﾝｸ＞ 

  ・求人登録事業者への求職者情報の提供            ＜福祉人材ﾊﾞﾝｸ＞ 

  ・福祉サービス事業従事者が安全・安心に労働できる職場環境整備の推進 

                            ＜振興課・福祉人材ﾊﾞﾝｸ＞ 

 

（６）社会福祉施設・団体への支援 

  ・民間社会福祉事業従事者共済事業の実施              ＜振興課＞ 

  ・民間社会福祉事業従事者共済事業担当者研修会の実施        ＜振興課＞ 

  ・各施設協議会等への福祉情報提供や行事への参加          ＜振興課＞ 

  ・民間社会福祉施設整備資金等貸付事業の実施            ＜振興課＞ 

  ・寄付行為に伴う寄贈施設の斡旋                  ＜振興課＞ 

  ・社会福祉施設・団体を対象とした地域福祉権利擁護事業、法人後見事業 

説明会の実施                   ＜権利擁護・市民後見ｾﾝﾀｰ＞ 

  ・地域福祉権利擁護事業及び法人後見事業利用者の個別ケア会議への参加 

＜権利擁護・市民後見ｾﾝﾀｰ＞ 

 

２ 共同募金会との連携 

（１）共同募金会各区支会連絡協議会業務の活性化            ＜振興課＞ 

  ・各区共同募金会との情報交換会の開催           

 

（２）共同募金の広報活動推進強化                   ＜振興課＞ 

  ・県共同募金会と連携した広報活動の実施             

  ・各区支会合同の広報活動の実施                 

  ・パネル展の開催                        

 

（３）歳末たすけあい募金の地域支援事業への転換            ＜振興課＞ 

  ・地域支援事業への活用                     

 

３ 小地域福祉活動計画の推進 

（１）校(地)区単位の小地域福祉活動計画づくりの推進        ＜地域福祉課＞ 

  ・校(地)区単位の小地域福祉活動計画の推進支援 

  ・小地域福祉活動計画策定の手引きを活用した策定手法の周知 

  ・小地域福祉活動計画策定研修（ふくしプランニング工房）の開催 
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 誰もが地域の中で安全で安心した生活ができるよう、関係機関・団体の連携のも

とで、支援を必要としている人に対する活動を行ないます。 

 また、住民の日常生活上のニーズを把握し、住民の生活感覚に沿った提言を行い、

新しい活動の仕組みをつくります。 

 

 
 

１ 権利の擁護と相談体制の充実 

（１）地域福祉権利擁護・法人後見事業の充実      ＜権利擁護・市民後見ｾﾝﾀｰ＞ 

  ・出前講演等による事業の周知【再掲】 

  ・成年後見センター「みると」と連携した総合相談の実施 

  ・地域包括支援センター等と連携した被虐待者への対応 

  ・関係団体との連携による効果的かつ効率的なサービスの実施（行政、介護事業所 

障害者支援団体、ホームレス支援団体等） 

  ・専門機関との連携による法人後見事業の円滑な遂行（家庭裁判所、成年後見セン 

ター「みると」、弁護士会、司法書士会、社会福祉士会等） 

  ・職員のスキルアップと専門知識の習得 

  ・地域福祉権利擁護事業利用者の成年後見制度への移行支援 

  ・市民後見人養成研修の実施と個人で受任する市民後見人への支援のあり方など 

新たな権利擁護体制の検討 

  ・成年後見制度の普及を目指した実践報告等の実施 

 

（２）要支援者への情報提供や相談機関等の紹介 

  ・心配ごと相談所の運営                     ＜振興課＞ 

  ・連絡調整会議を活用した小地域福祉活動での見守り対象者への情報提供 

   ＜地域福祉課＞ 

  ・民生委員・児童委員と連携した校(地)区社協の相談・連絡調整機能の充実 

＜地域福祉課＞ 

  ・地域福祉権利擁護事業利用者への生活支援サービスによる情報提供や 

苦情申し立て支援                 ＜権利擁護・市民後見ｾﾝﾀｰ＞ 

  ・介護サービス相談員派遣事業を活用した高齢者福祉施設サービスの向上 
                                 ＜地域福祉課＞ 

  ・年長者研修大学校による権利擁護事業の理解の促進と福祉サービス等 

情報の提供                          ＜周望・穴生＞ 

 

（３）社会福祉施設とも連携した相談体制の充実 

  ・社会福祉施設・団体を対象とした地域福祉権利擁護事業及び法人後見事業 

基本目標 Ⅳ 一人ひとりの安全で安心な暮らしを守ろう 

目 標 達 成 の た め の 取 り 組 み 
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説明会の実施【再掲】               ＜権利擁護・市民後見ｾﾝﾀｰ＞ 

  ・地域福祉権利擁護事業及び法人後見事業利用者の個別ケア会議への参加 

【再掲】                    ＜権利擁護・市民後見ｾﾝﾀｰ＞ 

    

２ 社会参加・自立の支援 

（１）サロン事業の推進 

  ・サロン実態調査結果をふまえた高齢者サロン事業の具体的支援策の推進 

【再掲】                         ＜地域福祉課＞ 

  ・サロン活動の手引きの活用                  ＜地域福祉課＞ 

  ・高齢者見守りサポーター派遣事業の活用による在宅高齢者の支援 

                                 ＜地域福祉課＞ 

  ・高齢者地域交流支援通所事業（地域交流型デイサービス）との連携 

＜生活福祉課＞ 

  ・「ふれあいサロン」活動の支援（年 22 回）【再掲】          ＜穴生＞ 

 

（２）高齢者､障害のある人､母子･父子世帯等の生きがい･健康づくり等支援 

  ・高齢者地域交流支援通所事業（地域交流型デイサービス）の実施（50ヶ所） 

＜生活福祉課＞ 

新 ・ウェルとばたの業務を活用した障害者就労支援                ＜施設部＞ 

  ・障害者優先調達推進法に基づく障害者の製作品のイベントなどでの紹介 

及びウェル新聞等の媒体を活用した広報               ＜施設部＞ 

  ・特別支援学校、作業所と協力した福祉市場の開催          ＜施設部＞ 

  ・健康マイレージ事業の推進（応募者目標 20,000 人）       ＜生活福祉課＞ 

  ・年長者研修大学校年間研修コースの開催            ＜周望・穴生＞ 

    ○周望学舎（15コース 546 人） 

    穴生学舎（15 コース 504 人） 

  ・年長者研修大学校短期自主講座の開催                ＜周望・穴生＞ 

    ○周望学舎（シニアカレッジ 3・パソコン 18・絵手紙 2・体験講座 2・公開講座 1） 

    ○穴生学舎（シニアカレッジ 2・パソコン 8・体験講座 2・公開講座 1） 

  ・年長者研修大学校ボランティア指導員としての活動機会の提供 

              ＜周望・穴生＞ 

  ・年長者研修大学校・穴生ドームにおける活動機会の提供（研修等指導や 

施設ボランティア等の活動）【再掲】               ＜周望・穴生＞ 

  ・年長者研修大学校修了生に対する活動参加機会の提供及び活動支援【再掲】 

＜周望・穴生＞ 

  ・シルバーバンク及びボランティアグループの活動支援【再掲】 

＜周望・穴生＞ 

新 ・健康づくり・介護予防に資するプログラムの策定        ＜周望・穴生＞ 

  ・生涯現役夢追塾事業及び同窓会活動に対する支援【再掲】    ＜周望・穴生＞ 
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（３）ボランティア活動による在宅高齢者の支援           ＜活動推進課＞ 

  ・シルバーひまわりサービスの実施(利用目標 4,000 人) 

  ・腕自慢おまかせサービスの実施（利用目標 175 件） 

 

（４）ボランティア活動による高齢者の社会参加の支援         ＜活動推進課＞ 

  ・高齢者いきがい活動ステーションによる活動機会の紹介 

  ・介護支援ボランティア事業による活動機会の紹介 

 

（５）生活福祉資金貸付制度の運用 

  ・生活福祉資金貸付制度の運用による自立の支援           ＜振興課＞ 

 

３ 調査・研究、提言 

（１）地域福祉活動のあり方に関する委員会の開催          ＜地域福祉課＞ 

  ・総合企画委員会における地域福祉活動第四次計画進捗状況の点検・評価 

及び計画の推進 

    

（２）小地域福祉活動の実態把握及び調査・研究、提言        ＜地域福祉課＞ 

  ・活動報告・中間報告・第三者評価のしくみを活かした地域支援策の具体化 

【再掲】 

  ・行政等の関係機関との連携による先進的小地域福祉活動事例（買物支援等） 

の情報収集 

 

（３）ボランティア・市民活動団体の意識や活動実態の把握      ＜周望・穴生＞ 

  ・高齢者の学習ニーズ、ボランティア活動への関心等の調査、研究（年 1回） 

  ・年長者研修大学校修了後の地域活動の追跡調査（年 1回）  
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推進基盤の強化 

 

１ 校(地)区社会福祉協議会 

  ・新たな収益事業等の自主財源確保策の企画・提案と取り組みの支援  ＜振興課＞ 

  ・地域福祉活動計画に基づく活動の実践の支援          ＜地域福祉課＞ 

  ・校(地)区社協役員会・連絡調整会議等の定期的な開催による課題の共有と対応 

                             ＜地域福祉課＞ 

  ・総合企画委員会における地域福祉活動第四次計画進捗状況の点検・評価 

及び計画の推進【再掲】                    ＜地域福祉課＞ 

  ・活動報告・中間報告・第三者評価のしくみを活かした地域支援策の具体化 

【再掲】                         ＜地域福祉課＞ 

  ・校(地)区社協活動の手引きや役員研修会等を通じた校区社協機能の周知・ 

理解の促進                          ＜地域福祉課＞ 
    

２ 区社会福祉協議会 

  ・地域福祉活動計画に基づく活動の実践の支援【再掲】      ＜地域福祉課＞ 

  ・総合企画委員会における地域福祉活動第四次計画進捗状況の点検・評価 

及び計画の推進【再掲】                    ＜地域福祉課＞ 

  ・区における収益事業、賛助会員等の拡充の支援           ＜振興課＞ 
   

３ 市社会福祉協議会 

  ・第３期指定管理業務の推進        ＜施設部・北九州ｼﾆｱﾈｯﾄﾜｰｸｱｶﾃﾞﾐｰ＞ 

    （ウェルとばた、年長者研修大学校、北九州穴生ドーム、夢追塾） 

  ・総合企画委員会における地域福祉活動第四次計画進捗状況の点検・評価 

及び計画の推進【再掲】                    ＜地域福祉課＞ 

・賛助会員増強運動の推進                     ＜振興課＞ 

・自主財源確保の企画・提案                         ＜振興課＞ 

・収益事業の拡充                              ＜振興課＞ 

・新規事業の策定に向けた他都市先進事例の調査研究     ＜全部署・総務課＞ 

・外部研修等の活用強化による体系的な人材育成の実施        ＜総務課＞ 

・市社協創設５０周年に向けた記念事業の検討及び記念誌の作成    ＜総務課＞ 

 

社会福祉法は、地域福祉の推進役として社会福祉協議会を位置づけて

います。 
校(地)区社会福祉協議会・区社会福祉協議会・市社会福祉協議会は、一

体となって「みんなが安心して暮らせる支え合いのまちづくり」を進めて

いくために、各域社協で「組織づくり」「活動拠点の確保」「活動点検」

「役割分担」「財政基盤の強化」「人材育成」の視点を持って推進基盤の強

化を行い、連携・協働しながら、地域福祉活動を計画的に進めます。 
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常設委員会の実施 

  ・表彰審査委員会                     ＜総務課・振興課＞ 

  ・生活福祉資金調査委員会                      ＜振興課＞ 

  ・民間社会福祉施設整備資金貸付審査委員会              ＜振興課＞ 

  ・民間社会福祉事業従事者共済事業運営委員会             ＜振興課＞ 

  ・総合企画委員会                        ＜地域福祉課＞ 

  ・権利擁護・市民後見センター監視委員会          ＜権利擁護･市民後見ｾﾝﾀｰ＞ 

  ・権利擁護・市民後見センター運用委員会         ＜権利擁護･市民後見ｾﾝﾀｰ＞ 

  ・福祉人材バンク事業運営委員会                ＜福祉人材ﾊﾞﾝｸ＞ 

  ・ボランティア・市民活動センター運営委員会      ＜活動推進課・研修課＞ 

  ・北九州シニアネットワークアカデミー運営・改善委員会     ＜周望・穴生＞ 

市社協が実施する事業を適正に遂行するよう、各種常設委員会にて協議

を行っていきます。 
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平成２６年度 

 

　 　 収 支 予 算 書  
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【予算総括表】 （単位：千円）

前 年 度 予 算 額 当 初 予 算 額 増 減

本 部 会 計 ー 1,080,521 ー

自 主 財 源 拠 点 区 分 ー 302,812 ー

補 助 ・ 受 託 拠 点 区 分 ー 577,390 ー

指 定 管 理 拠 点 区 分 ー 645,249 ー

絆 基 金 拠 点 区 分 ー 0 ー

小 計 ー 2,605,972 ー

ー 35,331 ー

1,313,592 ー ー

公 益 事 業 特 別 会 計 1,102,751 ー ー

収 益 事 業 特 別 会 計 34,640 ー ー

貸 付 事 業 特 別 会 計 323,868 ー ー

小 計 1,461,259 ー ー

2,774,851 2,641,303 △ 133,548 

当初予算の特徴的事項

　● ふれあいネットワーク活動推進事業に係る助成金支出（区社協からの財源集約分）の減

△５，５００万円

　● 指定管理業務を共同事業体で行うことによる人件費等支出の減 △１，９４６万円

　● 〔民間社会福祉施設整備資金貸付事業〕貸付金支出の増 ７，５００万円

　● 〔民間社会福祉施設整備資金貸付事業〕借入金償還金支出の減 △１億０，８９０万円

　● 〔民間社会福祉事業従事者共済事業〕投資有価証券取得支出の減 △４，８３９万円

　● 新規事業の実施や活動推進基盤の強化等に係る支出の増 １，１３９万円

平成２６年度　予算の概要

合 計

拠 点 （ 会 計 ） 区 分

当

年

度

区

分

社

会

福

祉

事

業

収 益 事 業

前

年

度

区

分

一 般 会 計

特

別

会

計
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前年度予算額 当初予算額 増減 備考

会費収入 10,000

分担金収入 1,070

寄附金収入 2,000

経常経費補助金収入 386,016

受託金収入 592,377

貸付事業等収入 4,846

事業収入 342,061

負担金収入 245,952

受取利息配当金収入 4,323

その他の収入 2,140

事業活動収入計（1） 1,590,785

人件費支出 807,085

事業費支出 785,368

事務費支出 55,623

販売原価支出 1,727

貸付事業支出 6,762

分担金支出 100

助成金支出 34,840

負担金支出 14,206

事業活動支出計（2） 1,705,711

△ 114,926

施設整備等寄附金収入 800

施設整備等収入計（4） 800

固定資産取得支出 2,955

その他の施設整備等による支出 2,332

施設整備等収入計（5） 5,287

△ 4,487

長期運営資金借入金収入 200,905

長期貸付金回収収入 31,104

基金積立資産取崩収入 5,100

積立資産取崩収入 40,801

事業区分間繰入金収入 3,016

拠点区分間繰入金収入 438,020

その他の活動による収入 245,525

その他の活動収入計（7） 964,471

長期運営資金借入金償還金支出 176,160

長期貸付金支出 79,271

基金積立資産支出 5,100

積立資産支出 23,447

事業区分間繰入金支出 3,016

拠点区分間繰入金支出 438,020

その他の活動による支出 200,291

その他の活動支出計（8） 925,305

39,166

5,000

△ 85,247

398,527

313,280当期末支払資金残高

（単位：千円）

資 金 収 支 当 初 予 算
　　　　　　　平成２６年４月１日

施
設
整
備
等
に

よ
る
収
支

収
入

支
出

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

当期資金収支差額合計（11）＝（3）+（6）+（9）-（10）

前期末支払資金残高

勘定科目

事業活動収支差額（3）＝（1）-（2）

施設整備等資金収支差額（6）＝（4）-（5）

その他の活動資金収支差額（9）＝（7）-（8）

予備費支出（10）

収
入

支
出

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支
出

法人全体
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事 業 別
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事 業 別
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事 業 別

24



拠 点 区 分 別
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拠 点 区 分 別
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拠 点 区 分 別
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拠 点 区 分 別
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拠 点 区 分 別
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拠 点 区 分 別
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拠 点 区 分 別
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拠 点 区 分 別
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拠 点 区 分 別
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拠 点 区 分 別
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拠 点 区 分 別
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拠 点 区 分 別
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拠 点 区 分 別
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拠 点 区 分 別
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拠 点 区 分 別
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拠 点 区 分 別
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拠 点 区 分 別
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拠 点 区 分 別
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拠 点 区 分 別
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拠 点 区 分 別
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拠 点 区 分 別
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拠 点 区 分 別
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拠 点 区 分 別
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拠 点 区 分 別
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拠 点 区 分 別
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拠 点 区 分 別

50



拠 点 区 分 別

51



拠 点 区 分 別

52


